
款名称 部局名 事業名称 細事業名称 本年度事業費
（千円）

本年度県費
（千円）

事業概要（目的） 政策体系名称

諸支出金 総務部                        地方消費税清算金 都道府県清算金 35,815,000 35,815,000

都道府県間においてマクロ的な消費関連指標により清算
を行い、消費地と課税地を一致させるための調整を行う。
他の都道府県に支払うべき額と他の都道府県から受けるべ
き額について、関係都道府県間でそれぞれ相殺し、支払う
べき額が多い場合は、清算金として支払いを行う。
清算時期：２～４月 ５月に清算
５～７月 ８月に清算
８～１０月１１月に清算
１１～１月 ２月に清算

持続可能な財政の
運営と公平・公正
な税の執行

諸支出金 総務部                        利子割交付金 市町交付金 975,427 975,427

県民税利子割税収額に政令で定める率（９９／１００）
を乗じた額の３／５を各市町に係る個人の県民税の額
（３ヵ年分）に按分して当該市町に交付する。
平成２２年３月～平成２３年２月までの県民税利子割税収
額を対象とする。交付時期：３～７月 ８月に交付
８～１１月 １２月に交付 １２～２月 ３月に交付

持続可能な財政の
運営と公平・公正
な税の執行

諸支出金 総務部                        配当割交付金 市町交付金 423,912 423,912

県民税配当割税収額に政令で定める率（９９／１００）
を乗じた額の３／５を各市町に係る個人の県民税の額
（３ヵ年分）に按分して当該市町に交付する。
平成２２年３月～平成２３年２月までの県民配当割税収額
を対象とする。  交付時期：３～７月 ８月に交付
８～１１月 １２月に交付  １２～２月 ３月に交付

持続可能な財政の
運営と公平・公正
な税の執行

諸支出金 総務部                        株式等譲渡所得割交付金 市町交付金 273,213 273,213
株式等譲渡所得割税収額に政令で定める率（９９／１０

０）を乗じた額の３／５を各市町に係る個人の県民税の額
（３ヵ年分）に按分して当該市町に交付する。

持続可能な財政の
運営と公平・公正
な税の執行

諸支出金 総務部                        地方消費税交付金 市町交付金 16,725,000 16,725,000

個人の市町村税の減額と消費譲与税の廃止に伴う市町の
歳入を不足を補填するため、清算後の地方消費税収入額の
１／２を、市町に対して人口及び従業者数に按分して交付
する。
平成２２年２月～平成２３年１月までの清算後の地方消費
税収入額を対象とする。
交付時期：２～４月分 ６月に交付
５～７月分 ９月に交付
８～１０月分１２月に交付
１１～１月分 ３月に交付

持続可能な財政の
運営と公平・公正
な税の執行

諸支出金 総務部                        ゴルフ場利用税交付金 市町交付金 1,693,886 1,693,886
ゴルフ場利用税の収入額の７／１０に相当する額をゴル

フ場利用税交付金として、ゴルフ場が所在する市町に交付
する。

持続可能な財政の
運営と公平・公正
な税の執行

諸支出金 総務部                        自動車取得税交付金 市町交付金 2,689,029 2,689,029

市町の道路に関する費用に充てるため、自動車取得税収
入額に政令で定める率（９５／１００）を乗じた額に７／
１０に相当する額を市町に対し、市町村道の延長及び面積
に按分して交付する。
平成２２年４月～平成２３年３月までの自動車取得税収入
額を対象とする。 交付時期：３～７月 ８月に交付
８～１１月 １２月に交付 １２～３月 ３月に交付

持続可能な財政の
運営と公平・公正
な税の執行
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諸支出金 総務部                        利子割精算金 関係都道府県精算金 24,333 13,722

金融機関は預貯金の利子に対し５％（国１５％）の源泉
徴収をした後、所在する道府県に申告納付する。
法人は決算後所在する道府県に対し法人二税（利子等所
得）を申告納付するが、ここで利子等所得に対して二重課
税が生じることとなる。
一方、本店法人に対し、本店法人の所在する道府県が一 括
して利子割控除を行うが、この時点で本店所在地道府県は
支店所在地道府県に納付された利子割税額相当額を立て替
えたことになる。
これを解消するために、関係都道府県において精算を行
う。

持続可能な財政の
運営と公平・公正
な税の執行


